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トリボラ通信 

鳥取市ボランティア・市民活動センター情報紙 

（毎月 15 日発行） 

第 163 号 

ホームページ http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/ 

 

鳥取市のボランティア・市民活動状況【2017 年 3 月１日現在】 

 鳥取市ボランティア・市民活動センター・登録状況 

・イベント・イベント託児ボランティア登録者数：59 名 

・アクティブとっとり登録団体数：178 団体 

NPO 法人認証・申請状況 

・認証されている団体：109 団体 → 県：278 団体（39%） 

・申 請 し て い る 団 体：0 団体  .→ 県：2 団体 

   

 

 

2017． 

秋の助成金合同説明会 

＆個別相談会 

日時：9 月 21 日（日）  

13：00～17：30 

場所：県民ふれあい会館 大研修室 

（鳥取市扇町 21） 

講師：山田 泰久氏（日本財団、 

NPO 法人 CANPAN センター常務理事） 

対象：ボランティア・地域づくり団体、NPO 等の 

皆様、又は助成金制度に関心のある方 

内容： 

・「助成金活用＆情報開示のためのセミナー」 

・助成団体より説明 

 鳥取県社会福祉協議会、中国労働金庫、 

 鳥取市ボランティア・市民活動センター他 

・「助成金情報及び活用について」 

・個別相談 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

 

 

ボランティア・NPO 交流サロン とりぼらカフェ 

 川口さんからは、とっとりこども食堂の成り立ちから、鳥取市でも給食し

か食べていないこどもがいること、今後も継続的な支援が必要であること、

食材の寄付があり運営できていること等を、現在開設されている４か所のこ

ども食堂の紹介とともに説明いただきました。 

こども食堂が子ども達の第 3 の居場所となり、スタッフが身近な存在とな

って子どもが抱える本当の課題を見いだせるように寄り添われている様子が

印象的でした。こども食堂を通じ、困難な課題を抱える子ども・世帯を早期

に発見し、貧困の連鎖を断ち切りたい。子ども達が将来の夢を持ち、自ら進

路を切り開いていけるようにしたいという熱い思いが伝わってきました。 

今回で 6 回目となる“わいわい交流会”を開催しました。団体同士、市民がお茶を飲みながら気

軽に交流し、情報交換できる場として毎年開催しています。今回は交流の前に、鳥取市中央人権福

祉センターの川口さんをお招きし、「とっとり こども食堂の取り組み」についてお話を伺いました。 

 

 こども食堂のお話の後は、14 団体 19名の皆さんで 4

グループに分かれ、情報交換を行いました。 

 熱心に活動されていることを知ると互いに刺激を受け

られているようでした。 

 参加者アンケートでは、つながりができた、定期的に開

催してほしい、回数を増やしてほしい等のご意見をいただ

きました。様々な活動を知る有意義な機会となったようで

した。 
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◆はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～ 

日時：4 月  5 日（水） 14：00～15：15  ／ 4 月 14 日（金） 19：00～20：15 

4 月 21 日（金） 10：30～11：45  

 場所：さざんか会館 2 階（鳥取市富安二丁目 104-2） 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

内容：・ボランティアやＮＰＯに関する基本的な説明  ・ボランティアの始め方や心構え 

    ・活動受け入れ先、活動団体、グループ、ＮＰＯ法人等の紹介と活動に関する相談など 

 

◆市民活動団体のための助成金相談会 

最新の助成金情報から、助成金情報の収集方法、申請方法についてご説明します！ 

日時：4 月 24日（月） 1 部 10：00～10：45 ／ 2 部 10：45～11：30 

4 月 26 日（水） 1 部 18：30～19：15 ／ 2 部 19：15～20：00 

※相談会は完全予約制です。必ず事前にお申込みください。 

 場所：さざんか会館 2 階（鳥取市富安二丁目 104-2） 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

内容：助成金の探し方、申請の方法等。当センター発行の『助成金情報誌』の説明。 

 

◆NPOなんでも相談会 

～団体の立上げ、組織運営、協働事業についてなど NPO に関わるお悩みをご相談ください～ 

日時：4 月 20日（木） 1 部 13：30～14：15 ／ 2 部 14：15～15：00 

※相談会は完全予約制です。必ず事前にお申込みください。 

場所：さざんか会館 2階（鳥取市富安二丁目 104-2） 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

  対象：市民活動を行っている個人・団体、または市民活動に関心がある方 

 

◆かんたんなレクリエーション講座 

 地域活動にレクリエーションを取り入れたい方、サロンで活用したい方、ぜひご参加ください！ 

日時：4 月 21日（金）13：30～15：00 ※参加費無料 

 場所：鳥取市障害者福祉センターさわやか会館 3 階 多目的室（鳥取市富安二丁目 96）  

 講師：レクリエーション・コーディネーター 塚田 比佳里 氏（鳥取市レクリエーション協会） 

 対象：レクリエーションを様々な地域活動やボランティア活動に利用したい方 

 定員：30名（先着順・要申込） 

 

◆平成 29年度点訳・音訳（朗読）ボランティア養成講座受講生募集！ 

日時：４月 27 日（木） ～10 月中旬（8 月は休み） 

毎月 第 1・3 木曜日 午前 10 時～12時 

 場所：さざんか会館（鳥取市富安二丁目 104-2） 

    〔点訳の部〕2階 市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

    〔音訳の部〕3階 ボランティア室  

  定員：〔点訳の部〕10 名（先着順） 

〔音訳の部〕定員制限なし 

受講料：無料 ※ただしテキスト代 900 円が必要です。 

 運営及び指導：桑の実会（点訳・音訳ボランティアグループ） 

 申込み先：鳥取市ボランティア・市民活動センター 電話 0857-29-2228 FAX0857-29-2338 
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平成 29年度 ボランティア・市民活動助成事業   〆切 4月 24日（月） 

主催：鳥取県社会福祉協議会  電話 0857-59-6336 

対象団体：1. 県内で活動するボランティア団体・グループ 

      2. 県内で活動する非営利の団体（法人格を有する団体は除く、ただし NPO 法人は申請可） 

対象事業：【一般助成事業】 

1. ボランティア・市民活動の啓発普及事業 

2. ボランティア・市民活動についての研修・講座開催事業 

3. ボランティア・市民活動に必要な機材整備事業 

4. ボランティア・市民活動に関するその他の事業 

    【特別助成事業】先駆的・開拓的事業の立ち上げ助成 

     ・他団体に先駆け取り組もうとする事業で効果が期待できる事業 

助成額：一般助成事業・・・1 団体あたり上限 20 万円 

    特別助成事業・・・1 団体あたり上限 30 万円 

 

 

 

家族介護者の集い“スマイル・スマイル”定例会 

平成 29 年度のテーマは「自分達の老後のために！」 

日時：4 月 19日（水）10：00～12：00 

場所：鳥取市役所駅南庁舎地下 1 階 第 1会議室 

内容：総会・懇談会・バルーンアート（動物編） 

対象：介護にかかわるご家族、介護に関心をお持ちの方等 

 問合せ先：家族介護者の集い“スマイル・スマイル”〔谷口〕 電話 0857-22-5966 

      鳥取市役所福祉保健部 地域包括ケア推進課〔事務局〕 電話 0857-20-3449 

 

手話落語 

 2 月に開催予定でしたが、大雪のため 4月に延期して開催することとなりました！ 

日時：4 月 23日（日）10：00～12：00 （開場 9：30） 

 場所：さざんか会館 5 階（鳥取市富安二丁目 104-2） 

 プログラム：【アトラクション】 

学校法人矢谷学園城北高等学校生徒による全国高校生手話パフォーマンス甲子園演目 

発表 

       【手話落語】デフ一福・タコ福登場 

 入場料：500 円（前売券） ※当日券は 600 円 定員 240名 

 連絡先：手話落語公演実行委員会事務局 携帯 080-1945-9219 

             

●古切手 鳥洋会（元鳥取三洋電機退職者の会）さま 

     栗田 輝子 さま（鳥取市若葉台）    ご協力ありがとうございました。 

～収集ボランティアのお礼～ 
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加入プラン 
平成 28 年度 平成 29 年度 

A プラン B プラン A プラン B プラン 

死亡保険金 1,200 万円 1,800 万円 1,320 万円 1,800 万円 

後遺障害保険金 
1,200 万円 

（限度額） 

1,800 万円 

（限度額） 

1,320 万円 

（限度額） 

1,800 万円 

（限度額） 

保
険
料 

基本タイプ 300 円 450 円 350 円 510 円 

天災タイプ 400 円 650 円 500 円 710 円 

【発行・編集・お問い合わせ先】 

鳥取市ボランティア・市民活動センター（鳥取市富安二丁目 104-2  さざんか会館 2 階） 

電話：0857-29-2228  FAX：0857-29-2338 E メール：tvc@tottoricity-syakyo.or.jp  

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/ 

～編集後記～ 

 先日開催したボランティア・NPO 交流サロンとりぼらカフェで、子ども食堂の取り組みをお聞きし

ました。近年叫ばれる「子どもの貧困」問題。一日の食事が給食だけ、お腹がすいていることに慣れ、

それが普通だと思ってしまう子どもたちが鳥取でも現実としてあるようです。全国的に広がっている活

動ですが、市内に現在 4 カ所の食堂があり、来年度からは 10 カ所くらいになるようです。食堂の運

営には市民や企業等の寄付（お金や食材提供）で支えているようですので、お気持ちのある方は是非ご

協力をお願いします。そして、この活動が将来的には、子どもだけではなく、すべての生活に困ってい

る方々のみんなの食堂（居場所）になればいいなと思います。（T．K） 

 

平 29 年度全国社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事用保険」が改定され

ていますので、加入前にご確認ください。 

 

 

 

鳥取市ボランティア・市民活動センターからのお知らせ 

●ボランティア活動保険・行事用保険改定に関するお知らせ● 

・A プラン・Bプランの基本タイプ・天災タイプ共に保険料の改定があります。 

・A プランの死亡保険金および後遺障害保険金（限度額）の改定があります。 

【C プランの新設】 

居場所づくり、サロン、こども食堂など少人数の日帰り行事（名簿不要）に対応する補償として新たに

「C プラン」が設けられました。 

①名簿の備付が不要の為、事前に参加者を特定する必要なし。 

②ケガの補償は行事参加中のみで、往復途上の補償はなし。 

③最低加入人数（20名）の要件はなく、20 名未満でも最低保険料をお支払いいただくことで加入でき

ます。 

【A プランの最低加入人数 20 名の規定を廃止】 

・A プランは従来「最低加入人数 20 名」の加入要件がありましたが廃止となりました。20 名未満の

場合でも、最低保険料（20 名分）をお支払いいただくことで、ご契約いただけることとなりました。 

ボランティア活動保険 

ボランティア行事用保険 

ボランティア行事用保険 

～編集後記～ 

C プランの新設と A プランの最低加入人数 20名の規定が廃止されました。 

 


